
事黷禀こみはご晉
事黷看の爨慳で
饂瑶しましよう！
お店や事業所などの事業活動から出るごみは、事業者自身が自らの責任に

おいて適ｉＥに処ＩＩすることが法律で義務づけられています。｛ｍの皿び溷にｍｍ瑰

■事業者とは（規■の大小や■ｉｌ目白９の有Ｓは回いません）

商店、飲食店、金融機関、工場、事務所、神社、寺院、旅館、学習塾、病院、薬局、理容院、

大工、農家、漁業関係、農業・漁業協同組合、：；Ｆ動産会社、福祉施Ｓ、学校、官Ｑ署など。

■廃棄物の分類（ごみ＝廃■！吻です）

一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物 １畛
………１ ２　 ９：　レ捉ｙ９………１………ム……

ｉ系ここｇ事業活動こ伴生 廃棄物う
；亠４ミ：１．Ａ。＿ｙ１１廃棄物を翳、《もの 市のごみａに入れないで！

㎜ｉｙ・ヨ回ｒ３７＝ 事業活動に伴って生じた２０品目の廃棄物

■事業系一般廃棄物の処理方法は二つ（Ｓしくはｉｉ）

０市の許ｉＥＩＩを受けた一般廃棄物収集Ｓ搬許ｉＥＩ‘業者に委託する方法
＠自 らタａＩＩＳＳに・業系一・■■ｌｌと して搬入するフち１１１１

※紙類な どリサイクルできるものはｉｌｉｌｊ６１１にご協力 くだ さい。

事業系ごみは、各自治会のごみステーション・資源ごみ回収施設
（南あわじ市中央リサイクルセンター） にｉすことはできません。
その行為は不法投棄にあたり、法律により罰せられます。

南あ わじ市

ＩＩＩ亠ｉ・｜、皿Ｉ （市が１ほＳＳし、タ回すべきも

ｒｗ　ｌ’ｗｖｙｙｙｒ；
事業系一般廃棄物
；亠ｉミｉ　ｌ’ｉミｉｊＪ

事業系ごみ



①市の｜午Ｗ瓢ｔヽ、ヽ鶚Ｓ
下記の許ｉＥｉｒ業者に収集を委託する場合は、 有料となりますので、

料金 ・排ｉ方法等について十分打ち合わせを行ってくださ い。

ｒ’’｀９≒７１１１き皿２㎜１，
゛　　　　　　　 ・・　㎜

４十

こＥ　 ・・　 ニコ 腎．

松井回Ｒａ輸㈱ 南あわし市湊１３５４ ０７９９－３６－５０７８

㈱サンスイ 南あわし市榎列上幡多１４７５－３９ ０７９９－４２－２２ １３

㈱長船回漕店 南あわじ市福良乙６４－１ ０７９９－５２－００２５

甄句、興業㈱ 南あわし市福良丙２５３ ０７９９－５ ２－２０６８

㈱クリーンアイランド 南あわし市津井８ ２４ －１ ０７９９－３ ６－００９５

太ｍ土建㈱ 南あわじ市志知串島９０３－２ ０７９９－４２－３１ ３８

岸化学工業　淡路営業所 淡路市塩Ｅ日新島３－５ ０７９９－６ ２－３５７２ 動植物性残渣

②タＭＩＳＳへ自ら・入
自ら搬入する場合は、受入れ基準がありますので、あらかじめお間合せいただくと

スムーズです。また、必ず事業系ごみであることを受付時にお伝えくださいｏ

やま なみ苑

Ｓ０７９９－４５－０５３４南あわし市缶、日ヨ缶、日ヨ １１ ７４１ｔ

目～ｔ１日（８：３０ ～１ ６： ３０）
土曜 日、祝日 （８ ：３０～ １２ ：００）

日曜日は休み
Ｘ年末年始日程は、搬入前にこ確認ください。

Ｅ。４１１μＩＳごみ １３０円／１ ０ｋｇ

淡路広域行政事務組合

粗大ごみ処理場
Ｓ０７９９－２４－１ ６７６靠｜本市戛覧字５の旭３９４ －１

目～金曜日（８：３０ ～１ ６： ３０）
Ｘただし祝日 一年末年始除く

ｌａｊｉｌｊａ祖大・ ］Ｆ燃ごみ　１，６００円／１ ００ｋ９

入れないず！

※上記施設では、産業廃棄物の受入れはできません。

南あわじ市指定ごみａ （家庭Ｊヨ目）は家庭ごみ専ｉですので、事業系ごみを

出すｔｌ合には、 使ＪＥ目 しないでください。また、 店舗兼住・の場合、店舗部分

からｉるごみは事業系ごみ、住居部分からｉるごみは家庭系ごみと して

分別 ・排出してく ださ い。 市は事業系ごみの収集はしません。

一般廃棄物について

産業廃棄物について

南あわじ市役所　環境課

（一社）兵庫県産業資源循環協会

（Ｓ０７９９－４３－５２ １４）

（Ｓ０７８－３８ １　－７４６４）

パナソニック
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